
特 記 事 項 

 

第１ 本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく羽島市長期継

続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１９年羽島市条例第２２号）及び羽島

市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領（平成１９年９月２８日

決裁）により行う長期継続契約である。 

 

第２ 発注者は、当該契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更

し、又は解除することができるものとする。なお契約が変更又は解除となった場合において、

準備行為に対する費用支払いは生じないものとする。 

 

第３ 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を

解除することができる。 

 

第４ 前２項の契約の解除に伴い、発注者又は受注者は、解除のときから契約期間満了時までの

契約金額のうち、履行のための資材や機器にかかる費用に基づき双方協議のうえ損害賠償を相

手方に請求することができる。 


